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【手続補正書】
【提出日】令和3年1月28日(2021.1.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）によって、ネットワークの第１のユーザプレーン機能（ＵＰＦ）と
の第１のデータセッションを確立することと、
　前記ＵＥにおいて、前記ネットワークのアクセスおよびモビリティ管理機能（ＡＭＦ）
を介して、前記ネットワークとの第２のデータセッションを確立する要求を備えるネット
ワークアクセスストラタム（ＮＡＳ）メッセージを受信すること、前記ＮＡＳメッセージ
は、ユーザプレーンリロケーションが実行されるべきとの決定に応答して前記ネットワー
クのセッション管理機能（ＳＭＦ）によって送られる、と、
　前記ＵＥによっておよび前記ネットワークとの第２のデータセッションを確立するため
の前記要求を備えるＮＡＳメッセージを受信することに応答して、前記ネットワークの第
２のＵＰＦとの前記第２のデータセッションを確立することと
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記第２のデータセッションを確立した後、前記第１のＵＰＦとの前記第１のデータセ
ッションを解放することをさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２のデータセッションを確立することは、
　前記第１のデータセッションに関連付けられたデータセッション識別を含む、前記第２
のデータセッションの確立のためのプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）セッション確立
要求を、前記ネットワークに送信することを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２のＵＰＦとの前記第２のデータセッションを確立することは、
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　前記ＰＤＵセッション確立要求がユーザプレーンリロケーションのためのものであるこ
とのインジケーションを送信することをさらに備える、
　請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ネットワークから、前記第２のデータセッションが確立されたことの確認を受信す
ることと、
　前記第２のＵＰＦから前記第２のデータセッションに関連付けられたユーザプレーン情
報を受信することと
　をさらに備える、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のデータセッションは、前記第１のＵＰＦとの第１のプロトコルデータユニッ
ト（ＰＤＵ）セッションとして確立される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記要求は、第１のデータセッション相関識別を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　ネットワークのセッション管理機能（ＳＭＦ）によって、ユーザ機器（ＵＥ）の第１の
データセッションのユーザプレーンが、第１のユーザプレーン機能（ＵＰＦ）から離れて
リロケートされるべきであると決定することと、
　前記ＵＥの前記第１のデータセッションの前記ユーザプレーンが第１のユーザプレーン
から離れてリロケートされるべきであると決定することに応答して、第２のデータセッシ
ョンを確立するための要求を備えるネットワークアクセスストラタム（ＮＡＳ）メッセー
ジを送ることと、
　第２のＵＰＦにおいて前記第２のデータセッションを確立することを介して、前記第１
のデータセッションのユーザプレーンリロケーションを実行することと
　を備える方法。
【請求項９】
　前記第２のデータセッションを確立する前記要求は、第１のデータセッション相関識別
を含む、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ユーザプレーンリロケーションを実行することは、
　前記第２のデータセッションを確立する要求を前記ＵＥから受信すること、前記要求は
、第１のデータセッション識別を含む、と、
　前記ＵＥによって提供される前記第１のデータセッション識別に少なくとも部分的に基
づいて、前記要求が、前記第１のデータセッションにサービス提供している前記第１のＵ
ＰＦから離れたＵＰＦリロケーションを必要とすると決定することと、
　前記第２のＵＰＦとの前記第２のデータセッションを確立することと
　を備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記要求が前記ＵＰＦリロケーションを必要とすると決定することは、
　前記ＵＥからの前記要求において、前記第２のデータセッション確立がユーザプレーン
リロケーションのためのものであることの要因インジケーションを受信することを備える
、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第２のＵＰＦとの接続を確立することをさらに備える、
　請求項８に記載の方法。
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【請求項１３】
　前記ＵＥに、前記第２のデータセッションと前記第２のＵＰＦとに関連付けられたユー
ザプレーン情報を送信することをさらに備える、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　ネットワークの第１のユーザプレーン機能（ＵＰＦ）との第１のデータセッションを確
立するための手段と、
　前記ネットワークのアクセスおよびモビリティ管理機能（ＡＭＦ）を介して、前記ネッ
トワークとの第２のデータセッションを確立する要求を備えるネットワークアクセススト
ラタム（ＮＡＳ）メッセージを受信するための手段、前記ＮＡＳメッセージは、ユーザプ
レーンリロケーションが実行されるべきとの決定に応答して前記ネットワークのセッショ
ン管理機能（ＳＭＦ）によって送られる、と、
　前記ネットワークとの第２のデータセッションを確立するための前記要求を備えるＮＡ
Ｓメッセージを受信することに応答して、前記ネットワークの第２のＵＰＦとの前記第２
のデータセッションを確立するための手段と
　を備える、装置。
【請求項１５】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　ネットワークのセッション管理機能（ＳＭＦ）によって、ユーザ機器（ＵＥ）の第１の
データセッションのユーザプレーンが、第１のユーザプレーン機能（ＵＰＦ）から離れて
リロケートされるべきであると決定するための手段と、
前記ＵＥの前記第１のデータセッションの前記ユーザプレーンが第１のユーザプレーンか
ら離れてリロケートされるべきであると決定することに応答して、第２のデータセッショ
ンを確立するための要求を備えるネットワークアクセスストラタム（ＮＡＳ）メッセージ
を送るための手段と、
　第２のＵＰＦにおいて前記第２のデータセッションを確立することを介して、前記第１
のデータセッションのユーザプレーンリロケーションを実行するための手段と
　を備える、装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８６】
　[0192]本明細書の説明は、当業者が本開示を製造または使用することを可能にするため
に提供された。本開示への様々な変更は、当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定
義した一般原理は、本開示の範囲から逸脱することなく、他の変形形態に適用され得る。
したがって、本開示は、本明細書で説明された例および設計に限定されず、本明細書で開
示された原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられることとなる。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）によって、ネットワークの第１のユーザプレーン機能（ＵＰＦ）と
の第１のデータセッションを確立することと、
　前記ＵＥにおいて、前記ネットワークとの第２のデータセッションを確立する要求を受
信することと、
　前記ＵＥによっておよび前記要求を受信することに応答して、前記ネットワークの第２
のＵＰＦとの前記第２のデータセッションを確立することと
　を備える、方法。
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［Ｃ２］
　前記第２のデータセッションを確立した後、前記第１のＵＰＦとの前記第１のデータセ
ッションを解放することをさらに備える、
　［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記第２のデータセッションを確立することは、
　前記第１のデータセッションに関連付けられたデータセッション識別を含む、前記第２
のデータセッションの確立のためのプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）セッション確立
要求を、前記ネットワークに送信することを備える、
　［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記第２のＵＰＦとの前記第２のデータセッションを確立することは、
　前記ＰＤＵセッション確立要求がユーザプレーンリロケーションのためのものであるこ
とのインジケーションを送信することをさらに備える、
　［Ｃ３］に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記ネットワークから、前記第２のデータセッションが確立されたことの確認を受信す
ることと、
　前記第２のＵＰＦから前記第２のデータセッションに関連付けられたユーザプレーン情
報を受信することと
　をさらに備える、［Ｃ４］に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記第１のデータセッションは、前記第１のＵＰＦとの第１のプロトコルデータユニッ
ト（ＰＤＵ）セッションとして確立される、
　［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記要求は、前記ネットワークのセッション管理機能（ＳＭＦ）から受信される、
　［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記要求は、第１のデータセッション相関識別を含む、
　［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ９］
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）の第１のデータセッションのユーザプレーンが、第１のユーザプレ
ーン機能（ＵＰＦ）から離れてリロケートされるべきであると決定することと、
　第２のＵＰＦにおいて第２のデータセッションを確立することを介して、前記第１のデ
ータセッションのユーザプレーンリロケーションを実行することと
　を備える方法。
［Ｃ１０］
　前記第２のデータセッションを確立する要求を前記ＵＥに送ることをさらに備える、
　［Ｃ９］に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記第２のデータセッションを確立する前記要求は、第１のデータセッション相関識別
を含む、
　［Ｃ１０］に記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記ユーザプレーンリロケーションを実行することは、
　前記第２のデータセッションを確立する要求を前記ＵＥから受信すること、前記要求は
、第１のデータセッション識別を含む、と、
　前記ＵＥによって提供される前記第１のデータセッション識別に少なくとも部分的に基
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づいて、前記要求が、前記第１のデータセッションにサービス提供している前記第１のＵ
ＰＦから離れたＵＰＦリロケーションを必要とすると決定することと、
　前記第２のＵＰＦとの前記第２のデータセッションを確立することと
　を備える、［Ｃ９］に記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記要求が前記ＵＰＦリロケーションを必要とすると決定することは、
　前記ＵＥからの前記要求において、前記第２のデータセッション確立がユーザプレーン
リロケーションのためのものであることの要因インジケーションを受信することを備える
、
　［Ｃ１２］に記載の方法。
［Ｃ１４］
　前記第２のＵＰＦとの接続を確立することをさらに備える、
　［Ｃ９］に記載の方法。
［Ｃ１５］
　前記ＵＥに、前記第２のデータセッションと前記第２のＵＰＦとに関連付けられたユー
ザプレーン情報を送信することをさらに備える、
　［Ｃ１４］に記載の方法。
［Ｃ１６］
　前記方法は、ネットワークのセッション管理機能（ＳＭＦ）において実行される、
　［Ｃ９］に記載の方法。
［Ｃ１７］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）によって、ネットワークの第１のユーザプレーン機能（ＵＰＦ）と
の第１のデータセッションを確立するための手段と、
　前記ＵＥにおいて、前記ネットワークとの第２のデータセッションを確立する要求を受
信するための手段と、
　前記ＵＥによっておよび前記要求を受信することに応答して、前記ネットワークの第２
のＵＰＦとの前記第２のデータセッションを確立するための手段と
　を備える、装置。
［Ｃ１８］
　前記第２のデータセッションを前記確立した後、前記第１のＵＰＦとの前記第１のデー
タセッションを解放するための手段をさらに備える、
　［Ｃ１７］に記載の装置。
［Ｃ１９］
　前記第２のデータセッションを前記確立するための手段は、
　前記第１のデータセッションに関連付けられたデータセッション識別を含む、前記第２
のデータセッションの確立のためのプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）セッション確立
要求を、前記ネットワークに送信するための手段を備える、
　［Ｃ１７］に記載の装置。
［Ｃ２０］
　前記第２のＵＰＦとの前記第２のデータセッションを前記確立するための手段は、
　前記ＰＤＵセッション確立要求がユーザプレーンリロケーションのためのものであるこ
とのインジケーションを送信するための手段をさらに備える、
　［Ｃ１９］に記載の装置。
［Ｃ２１］
　前記ネットワークから、前記第２のデータセッションが確立されたことの確認を受信す
るための手段と、
　前記第２のＵＰＦから前記第２のデータセッションに関連付けられたユーザプレーン情
報を受信するための手段と
　をさらに備える、［Ｃ２０］に記載の装置。
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［Ｃ２２］
　前記第１のデータセッションは、前記第１のＵＰＦとの第１のプロトコルデータユニッ
ト（ＰＤＵ）セッションとして確立される、
　［Ｃ１７］に記載の装置。
［Ｃ２３］
　前記要求は、前記ネットワークのセッション管理機能（ＳＭＦ）から受信される、
　［Ｃ１７］に記載の装置。
［Ｃ２４］
　前記要求は、第１のデータセッション相関識別を含む、
　［Ｃ１７］に記載の装置。
［Ｃ２５］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）の第１のデータセッションのユーザプレーンが、第１のユーザプレ
ーン機能（ＵＰＦ）から離れてリロケートされるべきであると決定するための手段と、
　第２のＵＰＦにおいて第２のデータセッションを確立することを介して、前記第１のデ
ータセッションのユーザプレーンリロケーションを実行するための手段と
　を備える、装置。
［Ｃ２６］
　前記第２のデータセッションを確立する要求を前記ＵＥに送るための手段をさらに備え
る、
　［Ｃ２５］に記載の装置。
［Ｃ２７］
　前記第２のデータセッションを確立する前記要求は、第１のデータセッション相関識別
を含む、［Ｃ２６］に記載の装置。
［Ｃ２８］
　前記ユーザプレーンリロケーションを前記実行するための手段は、
　前記第２のデータセッションを確立する要求を前記ＵＥから受信するための手段、前記
要求は、第１のデータセッション識別を含む、と、
　前記ＵＥによって提供される前記第１のデータセッション識別に少なくとも部分的に基
づいて、前記要求が、前記第１のデータセッションにサービス提供している前記第１のＵ
ＰＦから離れたＵＰＦリロケーションを必要とすると決定するための手段と、
　前記第２のＵＰＦとの前記第２のデータセッションを確立するための手段と
　を備える、［Ｃ２５］に記載の装置。
［Ｃ２９］
　前記要求が前記ＵＰＦリロケーションを必要とすると前記決定するための手段は、
　前記ＵＥからの前記要求において、前記第２のデータセッション確立がユーザプレーン
リロケーションのためのものであることの要因インジケーションを受信するための手段を
備える、
　［Ｃ２８］に記載の装置。
［Ｃ３０］
　前記第２のＵＰＦとの接続を確立するための手段をさらに備える、
　［Ｃ２５］に記載の装置。
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